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実
質
的
保
険
契
約
者
お
よ
び
被
保
険
者
の
放
火
が
推
高

認
さ
れ
る
と
し
て
保
険
金
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
事
例
阪

火
災
保
険
の
保
険
金
請
求
事
件
で
、
原
審
が
原
告
X
の
母
A
の
放
火
を
否
認
し
請

求
姦
合
し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
で
は
保
険
の
目
的
物
の
所
有
者
名
義
は
被
控

訴
人
X
で
あ
る
も
の
四
 
X
の
母
A
が
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
と
認
定
し
、
実
質
的

保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
母
A
の
放
火
が
推
認
さ
れ
る
と
し

て
、
保
険
金
請
求
を
否
認
し
た
事
例
(
2
0
1
6
年
大
阪
高
進
に
つ
き
戸
出
正

夫
氏
完
白
鴎
大
学
大
学
院
教
遥
の
評
釈
を
掲
載
す
る
。
采
評
釈
の
付
属
別
表

「
最
近
の
火
災
保
険
事
故
招
致
判
例
」
は
紙
面
の
都
合
で
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
前
回
 
9
年
6
月
玲
日
付
)
に
引
き
続
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
、
保
険
毎
日

新
聞
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
期
間
限
定
で
ア
ッ
Z
ま
す
。
詳
細
は
別
記
を
参
照
の

こ
と
。
(
編
集
部
)
)
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大
阪
高
裁
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三

日
第
八
民
事
部
判
決
(
平
成
お
年
(
、
不
)

第
れ
号
保
険
金
請
求
控
訴
事
件
取

消
、
取
消
部
分
の
請
求
棄
却
、
(
確
定
)
)

(
平
成
祁
年
(
ネ
)
第
1
3
6
4
号
同

付
帯
控
訴
事
件
棄
却
種
定
)
)

自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
2
0
0
0
号
1
6
6
頁

原
審
・
大
阪
地
裁
岸
和
田
支
部
平
成
二
十
七

年
十
一
月
十
八
日
判
決
(
平
成
お
年
(
ワ
)
第
2

2
5
号
保
険
金
請
求
事
件
馨
(
控
訴
)
)

自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
2
0
0
0
号
1
8
1
頁
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元
白
鴎
大
学
法
科
大
学
院
教
授戸

出
正
夫

詐
取
目
的
の
放
火
の
増
減
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

近
年
の
火
災
保
険
に
お
け
る

保
険
金
請
求
事
件
の
判
決
を

見
る
と
、
火
災
の
発
生
が
巧

妙
に
仕
掛
け
ら
れ
て
お
り
、

消
防
署
の
出
火
原
因
調
書
に

「
原
因
不
明
」
と
記
さ
れ
て

い
て
も
、
保
険
会
社
の
火
災

調
査
人
に
ょ
る
詳
細
な
現
場

調
査
や
実
験
等
に
よ
る
鑑
定

に
よ
り
、
助
燃
剤
の
痕
跡
が

発
見
さ
れ
、
そ
の
使
用
が
認

定
さ
れ
る
例
が
多
く
な
っ
て

き
た
。
近
時
の
事
故
招
致
免

責
を
争
っ
た
判
例
(
判
例
時

報
2
1
3
0
号
以
降
、
判
例

タ
イ
ム
ズ
ー
3
5
8
号
以
降

お
よ
び
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ー

9
0
9
号
以
睦
 
4
件
の
う

ち
、
約
7
割
に
あ
た
る
器
件

出
火
原
因
は
放
火
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
を
建
物
火

災
に
限
っ
て
み
れ
ば
そ
う
で

な
い
。
第
1
位
は
コ
ン
ロ
で

あ
り
、
建
物
火
災
の
N

2

.

7

%
を
占
め
て
い
る
。
第
2
位

一
問
題
の
所
在

平
成
器
版
消
防
臭
是

よ
れ
ば
、
平
成
玲
年
(
2
0

0
6
年
)
に
は
5
万
3
2
7

6
件
で
あ
っ
た
出
火
件
数

は
、
W
年
後
の
平
成
釜

(
2
0
1
6
年
)
に
は
3
万

6
8
3
1
件
と
な
り
、
抑
年

間
で
脚
・
欝
%
に
減
少
し

た
。
こ
の
う
ち
、
主
に
火
災

保
険
の
対
象
と
な
る
建
物
火

災
を
見
る
と
、
出
火
件
数
は

平
成
玲
年
が
3
万
1
5
0
6

件
に
対
し
、
平
成
翠
は
2

万
9
9
1
件
と
な
口
、
平
成

W
年
の
卵
・
船
%
と
大
き
く

減
少
し
た
。

出
火
原
因
を
見
る
と
、
第

1
位
は
放
火
(
9
・
 
N

%
)
、
第
2
位
は
た
ば
こ

(
9
・
妬
%
)
、
第
3
位
は

コ
ン
ロ
(
8
・
肘
%
)
、
第

4
位
は
放
火
の
疑
い
(
6
・

備
%
)
、
以
下
、
た
き
火

(
5
・
π
%
)
、
電
灯
・
電

話
等
の
配
線
(
3
・
騎
%
)
、

ス
ト
ー
ブ
(
3
・
加
%
)
と

続
く
。
以
上
か
ら
、
最
大
の

第
3
位
は
放
火
(
7
・
認

%
)
、
第
4
位
は
ス
ト
ー
プ

(
5
・
釦
%
)
、
以
下
、
配

線
器
具
(
4
・
和
%
)
、
電

灯
・
電
話
等
の
配
線
(
4
・

鵡
%
)
、
電
気
機
器
(
4
・

巧
%
)
、
放
火
の
疑
い
(
4

H
%
)
、
灯
火
(
1
・
露

.

%
)
と
続
く
。
こ
の
よ
う
に

建
物
火
災
の
出
火
原
因
は
、

コ
ン
ロ
、
た
ば
こ
、
放
火
、

ス
ト
ー
ブ
、
の
順
と
な
り
、

放
火
は
第
3
位
で
あ
る
。

「
放
火
」
に
「
放
火
の
疑

い
」
を
加
算
す
れ
ば
2
4
5

1
件
(
Ⅱ
・
飴
%
)
と
な

り
、
第
2
位
と
な
る
。

こ
の
う
毛
保
険
者
免
責

と
な
る
保
険
契
約
者
ま
た
は

被
保
険
者
に
ょ
る
放
火
件
数

は
不
明
で
あ
る
の
で
保
険
金

生
調
査
や
鑑
定
が
い
か
に
大

切
か
を
禦
っ
て
い
る
と
評

価
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い

、
0

力

、
、

周
知
の
よ
う
に
、
火
災
保

険
契
約
に
狗
い
て
は
、
保
険

契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の

故
哀
重
過
矢
焚
握
反

に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ

い
て
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る

だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
者
の
意
を
受
け
た
萎
著

の
故
意
も
保
険
契
約
者
ま
た

は
被
保
険
者
四
行
為
と
同
視

さ
れ
、
保
険
者
は
免
責
さ
れ

る
と
す
る
見
解
君
田
満
・

商
法
Ⅳ
[
保
険
迭
最
訂

極
<
1
9
9
7
美
青
林

書
院
>
1
9
5
真
江
頭
憲

治
郎
・
商
取
引
法
第
五
版

<
2
0
0
9
午
弘
文
堂
>

、
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母
A
の
指
示
に
従
う
立
場
で

あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の

不
動
産
の
実
質
的
所
有
者
は

母
A
で
あ
る
と
老
え
て
お

二
事
実
の
概
要
り
、
固
定
資
産
税
も
母
A
が

負
担
し
て
い
た
。

①
不
動
産
繋
お
経
緯

②
火
災
の
発
生

会
社
に
勤
務
す
る
原
告
X

平
成
翠
7
月
玲
日
午
前

(
雑
訴
△
は
そ
の
母
・

Ⅱ
時
釦
分
こ
ろ
、
保
険
の
目

訴
外
A
(
以
下
「
母
▲
と

的
物
で
あ
る
建
物
に
火
災
が

い
う
)
お
よ
び
妹
・
既
1

発
生
し
、
全
焼
し
た
。
当

(
以
下
尿
1
」
と
い
う
)

時
こ
の
建
物
に
は
X
と
母

と
C
市
内
の
借
家
に
住
ん
で

A
が
居
住
し
て
お
り
、
火
災

い
た
が
、
平
成
巧
年
2
月
、

発
生
時
X
は
出
勤
し
て
い

火
災
に
遭
い
、
同
年
5
月
か

て
母
A
の
み
が
い
た
。
母
A

ら
同
市
内
の
市
営
住
宅
に
居

は
本
件
火
災
に
ょ
っ
て
両
上

住
し
て
い
た
。
母
A
は
、
平

肢
に
第
2
度
の
熱
傷
を
負

成
那
年
9
月
、
同
年
2
月
よ

重
度
の
則
厚
性
疲
痕
が

、
、

し

呈
勤
の
た
め
会
社
の
寮
で

形
成
さ
れ
る
な
ど
し
た
。
母

暮
ら
し
て
い
た
X
に
住
宅
口

A
は
火
災
の
6
月
前
に
こ
の

ー
ン
を
組
ま
せ
て
、
同
市
内

建
物
の
斜
め
前
に
あ
る
土
地

8
の
土
地
建
物
を
購
入
さ
せ

建
物
を
購
入
し
て
い
た
の

た
。
し
か
し
、
 
X
の
通
勤
に

で
、
X
と
母
A
は
そ
の
建
物

不
便
な
こ
と
な
ど
か
巨
母

に
引
っ
越
し
た
。

A
は
平
男
年
8
月
、
一
度

③
保
険
金
の
請
求
と
保
険
会

も
居
住
し
な
い
ま
実
X
に

社
の
免
責
主
張

士
地
建
物
を
売
却
さ
せ
、
住

X
は
本
件
建
物
の
所
有
者

宅
口
ー
ン
を
清
算
す
る
と
共

は
名
実
と
も
に
X
に
あ
る
と

に
、
新
た
な
転
居
先
と
し
て

主
張
し
、
X
は
自
ら
の
意
思

気
に
入
っ
た
本
件
士
地
建
物

で
保
険
契
約
を
締
結
し
た
か

を
、
再
び
X
に
住
宅
口
ー
ン

ら
X
が
名
実
と
も
に
保
豊

を
組
ま
せ
て
購
入
さ
せ
平

約
者
兼
被
保
険
者
で
あ
る
と

成
玲
年
の
2
月
か
3
月
こ
ろ

主
張
し
て
、
保
険
会
社
Y
ら

に
X
お
よ
び
妹
1
と
3
人
で

に
保
険
金
の
支
払
い
を
求
め

同
所
に
居
住
し
た
。

た
。
一
方
、
Y
ら
は
本
件
建

平
成
9
年
に
は
、
母
A
は

物
購
入
の
意
思
決
定
は
X
の

X
の
名
義
を
使
い
士
地
建
物

^
A
^
一
^
い
、
た
だ
、
^
A

を
購
入
し
、
翌
年
に
は
売

名
義
で
は
住
宅
口
ー
ン
が
借

却
、
以
後
も
不
動
産
取
引
の

り
ら
れ
な
い
た
め
、
 
X
名
義

売
買
を
繰
り
返
し
て
い
た
と

で
購
入
す
る
こ
と
と
し
た
も

0

の
で
あ
る
と
主
張
、
し
た
が

一
方
、
X
は
住
宅
口
ー
ン
つ
て
、
X
は
本
件
建
物
の
名

を
利
用
す
る
た
め
に
買
主
に
義
人
に
過
ぎ
ず
、
実
質
的
所

な
っ
た
も
の
の
、
物
件
の
選
有
者
は
X
の
母
A
で
あ
る
と

定
、
購
入
手
続
き
等
は
面
主
張
し
た
。
そ
の
つ
ぇ
で
母

母
A
が
行
っ
て
お
り
、
X
は
 
A
が
経
済
的
に
困
窮
し
て
お

と
し
、
そ
の
者
の
事
故
招
致

に
よ
る
免
責
を
導
い
て
い
る

点
に
特
徴
が
あ
る
。

(
5
面
へ
つ
づ
S

保
険
者
に
取
得
さ
せ
る
目
的

が
な
か
っ
た
場
合
を
除
く
。
」

と
試
案
な
が
ら
明
記
し
<
保

険
法
制
研
突
蒲
員
生
禄

険
契
約
法
改
正
試
案
・
傷
害

保
険
契
約
法
薪
遜
試
案

理
由
書
」
 
1
9
8
2
年
Ⅱ

貝
損
害
保
険
事
業
研
究
所

発
行
、
武
、
そ
の
理
由

と
し
て
「
こ
の
場
合
に
保
険

者
が
て
ん
補
責
任
を
免
れ
る

問
額
料

期
金
険

険
険
保

保
保

巧
妙
化
す
る
保
険
金
詐
取
目
的
の
放
火

で
焼
け
跡
か
ら
助
燃
剤
の
痕

跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
加
え
て
保
険
契
約
者
ま

た
は
被
保
険
者
の
経
済
的
困

爽
保
険
金
詐
取
に
よ
る
被

保
険
者
の
受
け
る
利
益
の
大

き
さ
な
ど
、
被
保
険
者
等
の

動
機
や
属
性
が
事
故
招
致
を

導
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
か

ら
、
保
険
会
社
の
詳
細
な
損

災
保
険
事
故
招
致
判
例
」
で

取
り
上
げ
た
始
例
呆
件
判

決
を
除
S
 
の
う
ち
鉾
例
が

原
告
ま
た
は
原
告
の
意
を
受

け
た
第
三
者
の
放
火
と
推
認

さ
れ
て
い
る
。
保
険
契
約
者

ま
た
は
被
保
険
者
の
放
火
と

同
視
す
る
解
釈
が
一
般
的
に

な
っ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

本
件
控
訴
審
判
決
は
X
の

母
・
訴
外
A
を
、
保
険
契
約

4
5
0
真
出
口
正
義
「
判

批
」
『
保
険
判
例
2
0
1

0
』
 
2
9
0
頁
。
ま
た
、
損

害
保
険
契
約
法
改
正
試
案
6

4
1
条
1
項
2
号
は
「
保
険

契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の

た
め
に
保
険
の
目
的
物
を
管

理
す
る
者
の
故
意
ま
た
は
重

大
な
過
失
に
ょ
っ
て
生
じ
た

損
害
。
但
し
、
保
険
金
を
被

こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら

異
論
は
な
い
」
<
同
贄
>

と
し
て
い
る
。
)
が
有
力
と

な
り
、
近
時
判
例
も
保
険

契
約
者
、
被
保
険
者
と
意
を

通
じ
た
萎
著
の
放
火
や
保

険
契
約
者
や
被
保
険
走
同

一
視
さ
れ
る
者
の
放
火
を
免

責
と
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。

本
稿
付
属
別
表
尿
近
の
火

は
た
し
こ
(
W
・
叫
%

者
ま
た
は
被
保
険
者
の
同
居

の
親
族
と
し
て
故
意
免
責
を

導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
表

見
上
、
保
豊
約
者
で
な
い

訴
外
A
を
実
質
的
な
保
険
契

約
者
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、

表
見
上
、
所
有
者
で
な
い
訴

外
A
を
保
険
の
目
的
物
の
実

質
的
な
所
有
者
で
あ
り
被
保

険
利
益
を
有
す
る
者
で
あ
る

り
、
母
A
に
は
と
の
建
物
に

放
火
す
る
動
機
が
あ
っ
た
と

主
張
し
て
い
る
。

こ
の
火
災
の
出
火
場
所
に

つ
い
て
は
、
 
Y
ら
は
、
出
火

場
所
が
1
階
の
居
間
と
台
所

の
2
力
所
で
あ
り
、
双
方
か

ら
灯
油
成
分
が
検
出
さ
れ
た

と
主
張
本
件
火
災
は
母
A

の
放
火
に
ょ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
保
険
契
約
者
ま

た
は
被
保
険
者
あ
る
い
は
信

義
則
上
こ
れ
ら
の
者
と
同
一

と
認
め
ら
れ
る
者
の
故
意
ま

た
は
重
過
失
に
当
た
り
、
ま

た
、
保
険
の
目
的
物
の
使
用

若
し
く
は
管
理
を
委
託
さ
れ

た
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
同

居
の
親
族
の
故
意
に
も
当
た

る
と
し
て
免
貢
を
主
張
し

た
。
そ
こ
で
X
が
保
険
金
の

支
払
い
を
Y
ら
に
訴
求
し

こ
0

(第3種郵便物認可) ゞ呆除 象庁聞 2018年(平成 30年) 5月24日(木曜日)

平成23年4月18日
E保険(火災、風災、水災、盗難、水漏れ等を担保X地震保険を含む)
Y2保険会社
X

家財一式及び高額貴金属美術品
平成23年4月19日から平成24年4月19日まで1年問
家財一式 1,000万円
高額貴金属、美術品等 500万円
25,560円

ーーー.、

.

、、_"ノ

( 4 )

し、
つ

富L 貸

皿付属別表「最近の火災保険事故招致判例」

本評釈の付属別表「最近の火災保険事故招致判伊」」は、保険毎日新聞社の

ホームページにアツプしています。保毎ウエブ(hせP:ガWWW.homal.CO.jp)

左側ナビゲーション「特集」ページのはじめにPDFを用意しました。

2018年7月末までアップする予定です。

丑保険契約

申込日
保険種目

保険者
保険契約者

被保険者
保険の目的物

平成17年1
住宅火災
Y1保険会
X
X

1階101,
成17年

1,640万円
150β80円

b保険契約

1月25日
険(地震保険を含まない)

申込日
保険種目
保険者

保険契約者
被保険者

保険の目的物
保険期間
保険金額

保険料

コンウリート造陸屋根2階建)
4平方メートル、2階49.80平方メートル
1月25日から平成52年羽月25日まで35年間



(
4
面
か
ら
つ
づ
く
)

原
審
は
X
が
本
件
士
地
建

物
の
売
買
契
約
書
に
署
名
押

印
し
、
事
前
に
こ
の
建
物
を

見
に
行
く
こ
と
も
し
て
お

り
、
売
主
と
の
間
で
こ
の
建

物
を
購
入
す
る
合
意
を
し
た

と
認
め
ら
れ
る
と
し
、
さ
ら

に
X
が
借
主
と
な
っ
て
銀
行

か
ら
住
宅
口
ー
ン
を
借
り
入

れ
て
そ
の
負
担
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
 
X
が
名
実
と
も

に
所
有
権
を
取
得
し
た
と
認

め
、
X
は
こ
の
建
物
に
つ
い

て
被
保
険
利
益
を
有
す
る
と

判
示
し
、
X
の
母
A
が
放
火

し
た
と
推
認
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
、
保
険
金
の

請
求
を
認
容
し
た
。

Y
ら
が
控
訴
。

三
判
一
旦
取
消
、

請
求
棄
却
雇
定
)

■
本
件
不
動
産
の
所
有
者
お

よ
ぴ
本
件
保
険
契
約
に
お
け

る
被
保
険
者
に
つ
い
て

(
本
小
見
出
し
筆
賓

同
遂「

認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、

訴
外
A
は
被
控
訴
人
X
名
義

を
使
用
す
る
な
ど
し
て
不
動

産
取
引
を
繰
り
返
し
て
お

り
、
本
件
士
地
建
物
に
つ
い

て
は
、
自
ら
の
信
用
で
雁
入

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
、
 
X
に
住
宅
口
】
ン
を

組
ま
せ
て
こ
れ
を
購
入
さ
せ

た
も
の
の
、
そ
の
使
用
・
収

益
・
処
分
に
つ
い
て
実
質
的

に
決
定
で
き
る
地
位
に
あ

り
、
本
件
住
宅
火
災
保
険
契

約
も
、
X
に
指
示
し
て
締
結

さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す

る
と
、
 
A
は
、
本
件
住
宅
火

災
保
険
契
約
に
お
け
る
実
質

的
な
保
険
契
約
者
で
あ
り
、

か
つ
被
保
険
者
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
A
が
故
意

に
招
い
た
火
災
に
ょ
る
損
害

に
つ
い
て
は
、
本
件
E
保
険

契
約
の
免
責
事
由
の
み
な
ら

丈
本
件
住
宅
火
災
保
険
契

約
の
免
貢
事
由
に
も
該
当

以
下
し
、
控
訴
人
Y
ら
は
、
本
件

各
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険

金
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

■
出
火
原
因
に
つ
い
て

「
(
ア
)
消
防
署
員
作
成

の
本
件
火
災
に
つ
い
て
の
火

災
原
因
判
定
書
は
、
居
間
の

電
気
ス
ト
ー
ブ
及
び
コ
ン
セ

ン
ト
か
ら
の
出
火
の
可
能
性

は
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が

で
き
丈
居
間
の
扇
風
機
か

ら
の
出
火
の
可
能
性
は
低

气
放
火
の
証
拠
は
得
ら
れ

な
い
の
で
、
出
火
原
因
は
不

明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
A
は
、
消
防
署
員
に

電
気
ス
ト
ー
プ
の
プ
ラ
グ
は

ど
こ
に
も
接
続
し
て
い
な
か

つ
た
と
説
明
し
て
お
り
、
扇

風
機
に
つ
い
て
は
、
警
察
の

鑑
識
の
結
果
出
火
原
因
に
な

り
得
る
異
常
は
な
い
こ
と
が

判
明
し
て
い
る
か
ら
、
い
ず

れ
も
出
火
原
因
で
あ
る
と
は

の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
も
認
め

ら
れ
る
。

?
)
証
拠
(
賂
に
ょ

れ
ば
、
控
訴
人
Y
1
保
険
会

社
か
ら
依
頼
を
受
け
た
調
査

会
社
が
、
平
成
鞭
7
晶

貝
本
件
建
物
の
居
間
内
の

6
力
所
、
台
所
の
2
力
所

玄
関
付
近
の
廊
下
倉
頃
灯

油
入
り
ポ
リ
タ
ン
ク
が
置
か

れ
て
い
た
付
近
)
1
力
所
か

ら
火
災
燃
焼
物
を
調
査
資
料

と
し
て
採
取
し
、
ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
法
に

よ
る
油
性
成
分
分
析
を
し
た

と
こ
ろ
、
居
間
の
中
央
南
寄

り
の
床
板
か
ら
鉛
μ
g
/
"

の
、
居
間
の
北
東
側
の
床
板

か
ら
3
4
0
μ
g
/
宮
の
、

台
所
の
中
央
北
東
寄
り
の
床

板
か
ら
Ⅱ
μ
g
/
お
、
台

か
れ
て
い
た
場
所
か
ら
検
出

さ
れ
た
灯
油
成
分
の
量
の
3

分
の
1
程
度
又
は
半
分
を
超

え
る
量
の
灯
油
成
分
が
検
出

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
が
2

力
所
に
本
件
火
災
前
に
相
当

量
の
灯
油
が
存
在
し
た
こ
と

を
推
認
さ
せ
る
も
の
と
い
え

る
。
台
所
と
居
間
は
、
前
記

(
瞳
の
と
お
り
客
観
的
な

焼
損
の
状
況
か
ら
本
件
火
災

の
出
火
場
所
で
あ
る
と
推
認

さ
れ
る
場
所
で
あ
る
越
本

件
火
災
前
に
相
当
量
の
灯
油

が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

放
火
の
際
の
助
燃
剤
と
し
て

散
布
さ
れ
た
こ
と
以
外
に
、

合
理
的
に
説
明
で
き
る
事
情

は
見
当
た
ら
な
い
。
」

■
A
に
ょ
る
放
火
の
実
行
可

能
性
に
つ
い
て

火
を
系
が
わ
せ
る
証
拠
は

全
く
な
い
か
ら
、
第
三
者
に

よ
る
放
火
の
可
能
性
は
、
抵

と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
」

■
放
火
の
推
認

「
以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
 
A
が
灯
油
を
用

い
て
居
問
及
び
台
所
に
放
火

し
、
本
件
火
災
を
生
じ
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
と
汽
ば
、

客
観
的
な
出
火
の
状
況
灯

油
の
痕
跡
、
A
が
出
火
の
状

況
に
つ
い
て
客
観
的
事
実
と

異
な
る
説
明
を
あ
え
て
し
た

こ
と
、
出
火
の
状
況
等
に
つ

い
て
A
の
説
累
不
合
理
か

つ
不
自
然
に
蓬
し
て
い
る

こ
と
、
出
火
後
の
A
の
不
自

然
な
行
動
等
を
矛
盾
な
く
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に

対
し
、
A
に
ょ
る
放
火
で
な

の
母
が
故
意
に
発
生
さ
せ
た

も
の
か
、
X
の
母
の
故
意
を

X
の
故
意
と
同
視
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
。

争
点
3
 
こ
の
火
災
に
よ

る
X
の
損
害
額
。

そ
し
て
、
争
点
1
に
つ
い

て
は
、
X
は
こ
の
土
地
建
物

里
習
契
盤
泛
署
名
押
印

し
、
事
前
に
こ
の
建
物
を
見

に
行
く
こ
と
も
し
た
。
ま

た
、
X
は
銀
行
か
ら
自
ら
が

借
主
と
な
っ
て
住
宅
口
ー
ン

を
借
り
入
れ
て
そ
の
負
担
を

し
、
売
主
に
対
し
て
売
買
代

金
を
支
払
っ
た
か
ら
、
Ξ

れ
に
ょ
っ
て
名
実
と
も
に
本

件
建
物
の
所
有
権
を
取
E

た
こ
と
に
な
る
。
」
「
し
た

が
っ
て
、
X
は
本
件
建
物
に

つ
い
て
の
被
保
険
利
益
を
有

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
」

(
1
8
6
頁
右
)
と
し
た
。

争
点
2
に
つ
い
て
は
、
 
Y

ら
は
X
の
母
が
放
火
し
た
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
を

裏
付
け
る
直
接
証
拠
は
な

く
、
間
接
事
実
に
ょ
っ
て
推

認
司
能
か
ど
、
つ
か
を
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
と
し
た

う
え
で
、
 
X
の
母
や
X
が
平

成
翠
の
時
点
で
本
件
士
地

建
物
に
関
係
の
な
い
多
額
の

負
債
を
負
っ
て
い
た
と
は
窺

わ
れ
な
い
。
合
計
で
最
大
3

1
4
0
万
円
の
保
険
金
が
支

払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
ロ
ー

四
本
判
決
の
検
討
ン
の
残
高
が
あ
る
の
で
、
X

の
母
や
X
に
相
当
額
の
利
得

が
生
じ
る
と
は
認
め
ら
れ
な

い
し
(
1
8
7
頁
右
)
、
焼

け
跡
に
灯
油
成
分
が
検
出
さ

れ
た
が
、
「
特
に
台
所
で
の

検
出
量
が
少
な
い
こ
と
に
照

ら
せ
ば
、
居
間
と
台
所
に
灯

油
が
散
布
さ
染
と
ま
で
認

■
出
火
場
所
に
つ
い
て

「
証
拠
(
喧
に
ょ
れ
ば
、

本
件
建
物
の
焼
損
の
状
況
か

ら
す
る
と
、
本
件
火
災
は
、

居
間
の
中
央
付
近
を
起
点
と

し
て
延
焼
し
た
部
分
と
台
所

の
東
側
に
設
置
さ
れ
た
流
し

台
の
一
戸
付
近
の
床
面
を
起
点

と
し
て
延
焼
し
た
部
分
が
あ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
い
ず
券
一
方

で
発
生
し
た
火
災
の
火
が
延

焼
以
外
の
何
ら
か
の
原
因
で

他
方
に
燃
え
移
っ
た
の
で
な

い
限
り
、
双
方
が
出
火
場
所

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
」

実
質
的
被
保
険
者
の
事
故
招
致
に
よ
る
免
責

考
え
に
く
く
、
西
側
内
壁
の

北
寄
り
の
埋
め
込
み
式
コ
ン

セ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
被
控

訴
人
X
も
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
現

象
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
も

の
の
、
出
火
場
所
で
あ
る
中

央
付
近
に
は
な
く
、
A
は
、

原
審
で
提
出
し
た
陳
禁
署

除
ミ
出
火
場
所
は
居
間
の

上
方
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て

い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
出

火
原
因
で
あ
る
と
は
考
え
に

く
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
電

気
器
具
・
設
備
が
出
火
原
因

で
あ
る
と
す
る
と
、
台
所
か

ら
の
出
火
原
因
が
判
然
と
し

な
しこ

れ
に
対
し
、
放
火
で
あ

る
と
す
る
と
、
出
火
場
所
が

2
力
所
で
あ
る
こ
と
の
説
明

が
つ
く
上
、
次
の
と
お
り
そ

、
、

所
の
南
西
側
の
床
板
か
ら
9

μ
g
/
お
、
廊
下
か
ら
謎

μ
g
/
客
の
灯
油
に
相
当
す

る
油
性
成
分
が
検
出
さ
れ
た

こ
と
、
命
略
)
居
間
の
中

央
南
寄
り
の
床
板
か
ら
の
検

出
量
が
6
・
3
μ
g
/
气

台
所
の
南
西
側
の
床
板
か
ら

の
検
出
量
が
5
・
2
μ
g
/

气
廊
下
か
ら
の
検
出
量
W

μ
g
/
三
な
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
日
常
生
活
に
お

い
て
拭
い
残
し
た
わ
ず
か
な

灯
油
が
残
存
し
て
い
た
と
し

て
も
、
火
災
時
の
燃
焼
に
ょ

る
高
温
状
態
が
継
続
す
れ

ば
、
ほ
と
ん
ど
消
失
す
る
の

が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
火
災

に
ょ
る
燃
焼
の
激
し
か
っ
た

居
間
と
台
所
か
ら
、
日
頃
灯

油
入
り
の
ポ
リ
タ
ン
ク
が
置

め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
」
(
1
8
8
頁
も
こ

と
か
ら
「
X
の
母
が
放
火
し

た
と
推
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
」
(
1
8
9
頁
匡

と
し
た
。

争
点
3
に
関
し
て
は
、
全

焼
し
た
建
物
の
保
険
価
額
は

ー
ー
0
2
^
4
6
3
4
^
を

下
ら
な
い
と
さ
れ
(
1
9
0

頁
右
)
、
保
険
金
は
残
存
物

取
片
づ
け
費
用
保
険
金
を
加

算
し
て
、
 
1
2
1
2
万
7
0

9
7
円
深
め
ら
れ
た
が

(
主
文
1
.
(
1
8
2
頁

左
)
)
奨
勗
産
に
つ
い
て

は
生
活
用
家
財
は
1
0
0
0

万
円
を
認
め
た
の
み
で
、
高

額
貴
金
属
に
つ
い
て
は
、
本

件
建
物
内
に
存
在
し
て
い
た

と
ま
で
断
ず
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
し
て
、
貴
金
属
に

関
す
る
保
険
金
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
(
1
9
1
頁
左

右
)
。
以
上
か
ら
原
審
は
Y

ら
に
対
す
る
X
の
保
険
金
支

払
請
求
を
認
容
し
た
。

控
訴
審
は
X
敗
訴
の
部
分

を
取
消
し
、
取
消
部
分
に
係

る
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

「
証
拠
(
略
)
に
ょ
れ

ば
、
A
は
、
本
件
建
物
内
の

暖
房
器
具
と
し
て
、
石
油
ス

ト
ー
プ
を
使
用
し
て
お
り
、

本
件
火
災
前
の
平
成
器
年
5

月
に
ポ
リ
女
ン
ク
で
灯
油
を

購
入
し
、
約
半
分
を
石
油
ス

ト
ー
ブ
に
給
油
し
た
た
め
、

本
件
火
災
の
前
に
は
ポ
リ
女

ン
ク
に
半
分
程
度
の
灯
油
が

残
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
A

は
、
放
火
の
助
燃
剤
と
し
て

使
用
で
ぎ
る
灯
油
を
所
持
し

て
い
た
も
の
と
腎
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
本
件
火
災
発

生
時
に
本
件
建
物
内
に
い
た

の
は
A
の
み
で
あ
る
か
ら
、

A
が
放
火
を
実
行
す
る
と
と

は
司
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら

れ
る
が
、
第
三
者
に
ょ
る
放

そ
し
て
、
軍
案
に
鑑
み

争
点
2
か
ら
判
断
す
る
。
」

(
1
7
5
頁
左
)
と
し
て
い

る
。

争
点
2
に
つ
い
て
の
控
訴

審
の
判
示
は
詳
細
を
極
め

る
。

先
ず
「
(
1
)
訴
外
A
は

本
件
住
宅
火
災
保
険
契
約
の

実
質
的
契
約
者
又
は
被
保
険

者
で
あ
る
か
」
の
点
に
つ
い

て
は
、
母
A
は
X
お
よ
び
X

の
妹
1
と
居
住
し
て
い
た
借

家
が
火
災
に
遭
い
、
市
営
住

宅
に
居
住
し
て
い
た
が
、
母

A
の
妹
父
の
叔
邑
の
近

く
に
住
み
た
い
た
め
に
X
に

ロ
ー
ン
を
組
ま
せ
て
士
地
建

物
を
購
入
さ
せ
た
経
緯
に
始

ま
り
、
妹
と
の
不
仲
の
発

生
、
上
記
土
地
建
物
き
度

も
住
む
こ
と
な
く
売
却
し
、

ロ
】
ン
を
清
算
。
再
度
X
に

ロ
ー
ン
を
組
ま
せ
て
本
件
土

地
建
物
を
購
入
し
、
同
時
に

住
宅
火
災
保
険
契
約
を
締
結

さ
せ
て
、
平
成
那
年
の
2
月

か
3
月
に
転
居
し
た
。
こ
れ

ら
物
件
の
選
定
や
購
入
手
続

き
は
す
べ
て
A
が
主
導
し
X

い
と
す
る
と
、
上
記
の
点
に

つ
い
て
合
理
的
に
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
A
に
は

放
火
の
動
機
も
認
め
ら
れ
、

放
火
を
実
行
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る

と
、
本
件
火
災
は
、
A
の
放

火
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
と
推

認
す
る
こ
と
が
で
ミ
こ
の

推
定
を
覆
す
に
足
り
る
事
情

は
見
当
た
ら
な
い
。
」

は
そ
の
指
示
に
従
っ
立
場
で

あ
っ
た
し
、
ま
た
本
件
士
地

建
物
の
固
定
資
産
税
も
A
が

負
担
し
て
い
た
こ
と
か
巨

控
訴
審
は
「
A
は
1
X
に
住

宅
口
ー
ン
を
組
ま
せ
て
こ
れ

を
購
入
さ
せ
た
も
の
の
、
そ

の
使
用
・
収
益
・
処
分
に
つ

い
て
実
質
的
に
決
定
で
き
る

地
位
に
あ
り
、
本
件
住
宅
火

災
保
険
契
約
も
、
X
に
指
示

し
て
籍
さ
れ
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
す
る
と
、
 
A
は
、
本
件

住
宅
火
災
保
険
契
約
に
お
け

る
実
質
的
な
保
険
契
約
者
で

あ
り
被
保
険
者
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
1

7
6
頁
套
と
説
示
し
た
。

続
け
て
「
A
が
故
意
に
招
い

た
火
災
に
よ
る
損
害
に
つ
い

て
は
、
本
件
E
保
険
契
約
の

免
貴
事
由
の
み
な
ら
ず
、
本

件
佳
美
災
保
険
契
約
の
免

貢
事
由
に
も
該
当
し
、
控
訴

人
ら
は
、
本
件
各
保
険
契
約

に
基
づ
く
保
険
金
支
払
義
務

を
負
わ
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
」
(
1
7
6
頁
左
)

(
6
面
へ
つ
づ
く
)

原
審
判
決
は
本
件
事
件
の

争
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。

争
点
1
 
原
告
は
こ
の
建

物
を
所
有
し
て
い
た
か
(
被

0

保
険
利
益
の
有
恕

争
点
2
 
こ
の
火
災
は
X

( 5 ) 2018年(平成 30年) 5月24日(木曜励 ゞ杲徐喜貸柔庁聞 (第3種郵便物認可)



(
5
面
か
ら
つ
づ
く
)

と
し
て
い
る
。

次
い
で
「
(
3
本
件
火

災
は
A
の
放
火
に
ょ
る
も
の

か
。
」
に
つ
い
て
は
出
火
場

所
、
出
火
の
状
況
出
火
原

因
A
に
ょ
る
放
火
の
実
行

可
能
性
放
火
の
動
機
等
を

詳
細
に
説
示
し
た
上
で
、

「
客
観
的
な
出
火
の
状
況
、

灯
油
の
痕
跡
A
が
出
火
の

状
況
に
つ
い
て
客
観
的
事
実

と
異
な
る
説
明
を
あ
え
て
し

た
こ
と
、
出
火
の
状
況
等
に

つ
い
て
の
A
の
説
明
が
不
合

理
か
つ
不
自
然
に
蓬
し
て

い
る
こ
と
、
出
火
後
の
A
の

不
自
然
奪
動
等
を
矛
盾
な

く
説
明
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る

の
に
対
し
、
A
に
ょ
る
放
火

で
な
い
と
す
る
と
、
上
記
の

点
に
つ
い
て
合
理
的
に
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
A

に
は
放
火
の
動
機
も
認
め
ら

れ
、
放
火
を
実
行
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

す
る
と
、
本
件
火
災
は
、
 
A

の
放
火
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
推
認
を
覆
す
に
足
り
る

事
情
は
見
当
た
ら
な
い
。
」

(
1
8
1
頁
左
も
と
説
示

し
、
「
X
の
藥
は
、
そ
の

余
の
点
に
つ
き
判
断
す
る
ま

で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
理
由

が
な
い
か
ら
棄
却
す
べ
き
と

こ
ろ
、
こ
れ
と
一
部
異
な
る

原
判
決
は
失
当
で
あ
る
。
」

(
1
8
1
頁
互
と
判
示
し

た
。
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
控
訴
審
に
お

い
て
は
、
X
が
保
険
の
目
的

物
の
表
見
上
の
所
有
者
か
ど

う
か
、
保
険
契
約
上
、
 
X
は

表
見
上
の
被
保
険
者
に
過
ぎ

な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点

が
争
わ
れ
て
お
り
、
控
訴
審

判
決
は
信
義
則
上
、
保
険
の

晶
物
の
実
質
的
な
所
有
者

は
母
A
で
あ
り
、
保
険
契
約

上
の
保
険
契
約
者
か
つ
、

被
保
険
者
も
母
A
で
あ
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
示

し
て
い
る
(
1
7
6
頁
左
)
。

し
か
し
、
目
的
物
の
真
の
所

有
者
を
母
A
で
あ
る
と
し
て

A
を
被
保
険
者
と
み
る
の
は

よ
い
と
し
て
も
、
母
A
を
保

険
契
約
者
と
み
る
必
要
は
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

X
が
保
畷
約
者
で
あ
る
と

し
て
他
人
の
た
め
に
す
る
保

険
契
約
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ

た
は
ず
で
あ
る
。
保
険
契
約

者
は
保
険
料
支
払
義
務
を
負

う
者
で
あ
る
葆
険
法
2
条

旦
)
点
か
ら
も
、
ロ
ー
ン

契
約
の
存
在
か
々
保
険
期

間
闘
年
の
保
険
契
祭
結
が

必
要
に
な
り
、
保
険
料
は
X

に
対
す
る
融
資
金
か
ら
実
質

的
に
差
し
引
か
れ
る
形
と
な

ら
ざ
る
を
得
丈
保
険
料
負

担
者
は
X
で
あ
る
と
説
明
す

る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
も

あ
る
。

そ
し
て
、
X
の
母
が
放
火

し
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
Y
ら
は
火
災
現
場
の
緻

密
な
検
証
に
ょ
っ
て
放
火
に

つ
い
て
科
学
的
な
証
明
に
努

め
て
お
り
、
そ
の
結
果
控

訴
審
判
決
は
、
母
・
訴
外
A

の
放
火
を
推
認
し
、
さ
ら

に
、
X
ら
の
経
済
的
困
窮
度

合
を
認
め
、
櫂
災
に
ょ
る
保

険
金
取
得
経
験
な
ど
、
周
辺

事
情
を
積
み
重
ね
て
総
合
的

な
判
断
に
ょ
り
、
実
質
的
被

保
険
老
の
事
故
招
致
免
責
を

導
い
た
と
評
価
で
き
る
の
で

は
な
い
力

气

.
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